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６．設置許可と本設工認の整合性について 

 

 「資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」にて、本申請における設計及び

工事計画変更認可申請（以下、本申請という。）が、令和４年６月１日付け原規規発第 2206018 号ま

でに許可された高浜発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書の本文記載事項に整合していること

を示している。 

その後、令和４年１２月２１日に「高浜発電所の重大事故等対処設備である使用済燃料ピット用

中性子吸収体の廃止等」（以下、新規許可案件という。）に係る発電用原子炉設置変更許可が新たに許

可処分となった（令和４年１２月２１日付け原規規発第 2212211 号）が、新規許可案件は本申請対

象設備である A,B ループ余熱除去系第２入口弁に係る申請内容と関連するものではなく、許可整合

の説明内容に影響を与えるものではない。 

 

なお、これまでの設計及び工事計画認可申請書と発電用原子炉設置変更許可申請書の整合に係る

変遷については、次頁に示す。 
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